
 
 

   

2019 年 12 月 6 日 

 

泰日協会学校（バンコク日本人学校）・泰日協会学校シラチャ校（シラチャ日本人学校） 

在籍生保護者の皆様へ 

泰日協会学校理事会 

理事長  田中 建治 

 

2020 年度（令和 2 年度）授業料の改定に関するお知らせ 

 

 

本校の運営に関しましては、日頃より格別のご理解・ご支援を賜り、厚く御礼申し上げます。 

本校はタイの私立学校法に基づいて設立された私立学校であり、学校理事会がバンコク・シラチャの 2

校を一体経営しています。学校理事会は、両校校長、両校 PTA 会長、在タイ日本国大使館代表、在タイ

日系企業代表等で構成されており、安全な教育環境と出来る限り質の高い教育をご提供することを経営

方針としています。 

本校は、保護者の皆様にお支払いいただく学費（入学金および授業料）と日本政府からの援助金によ

って運営されている非営利の学校法人であり、経費は全て教育環境の維持・充実のために使われていま

す。使途区分としましては、入学金は主として施設・備品の整備や将来の校舎建替え資金の積立に、授

業料は主として日常一般運営経費に充てています。 

今般、学校理事会では、諸経費の上昇に対応するため、下表のとおり 2020 年度の授業料の改定を決定

いたしました。入学金は据え置きます。保護者の皆様におかれましては、何卒ご理解を賜りたくお願い

申し上げます。 

 

年度 2019 年度 2020 年度 

本校小学部を卒業し、続けて本校中学部に

入学する場合の入学金 
B 60,000 B 60,000 

授業料 1 学期（4 月～8 月）分 B 55,200 B 58,400 

 2 学期（9 月～12 月）分  B 55,200  B 58,400 

 3 学期（1 月～3 月）分 B 27,600 B 29,200 

 

以上 
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